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○委員長（金子恵委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務厚生常任委員

会を開会いたします。令和３年第３回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託

を受けました議案第４９号令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

の件を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

皆様おはようございます。早速ですけれども議案第４９号令和３年度長与町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。予

算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ

１億８６９万５,０００円を追加し、補正後の総額を４０億５,１４８万１,０００円と

するものでございます。 

それでは詳細につきまして補正予算に関する説明書により説明いたします。まず歳入

ですけれども、６、７ページをお開きください。６款１項１目繰越金は令和２年度決算

に伴う繰越額が確定しましたので１億８６９万５,０００円を増額計上しております。 

次に歳出につきまして説明をいたします。１０、１１ページをお開きください。８款

１項１目予備費は収支の調整として１億８６９万５,０００円を増額計上しております。 

以上が今回の補正の主な内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第４９号令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の

件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

引き続き、議案第５６号令和２年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

についての件を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

それでは議案第５６号令和２年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

御説明をいたします。決算書の説明に入る前に、長与町国民健康保険世帯数などの状況



について説明をいたします。令和２年４月から令和３年３月の平均世帯数は４,８８３

世帯、平均被保険者数は７,９７１名となっております。前年度と比較して世帯で１世

帯、被保険者数で８１名減少をしております。 

それでは決算書の説明に入らせていただきます。まず歳入でございますが、決算書の

１、２ページをお開きください。収入済額の合計額が４１億１,０４３万２７１円で、

前年度比１.４％の増額でございます。不納欠損額は１,３９８万８０６円、収入未済額

は１億３,４０５万７,３８０円。前年度と比較して２,５４９万１,９２１円減となって

おります。収納率につきましては現年度分が９７.５６％、対前年度比０.６ポイントの

上昇、過年度分が１９.６６％、対前年度比１.６６ポイントの上昇、保険料全体で８５.

１２％、対前年度比１.６９ポイントの上昇となっております。 

次に歳出につきましては３ページから６ページに記載をされております。支出済額の

合計が４０億１７３万３,５１４円、前年度比１.２％の増額でございます。不用額につ

きましては８,９２７万１,４８６円でございます。７ページをお開きください。歳入歳

出差引額１億８６９万６,７５７円の全額を翌年度に繰り越すこととしております。基

金への繰り入れにつきましては、長与町国民健康保険財政調整基金条例第２条「基金と

して積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める。」とする条文に従

い、基金へ繰り入れる場合は、その後の補正予算にて計上をさせていただいております。 

それでは歳入歳出ともに主な項目につきまして事項別明細書で御説明いたします。ま

ず歳入につきまして８、９ページをお開きください。１款国民健康保険税、収入済額が

８億４,２６６万４,３６６円、前年度比１.５％減となりました。要因としましては被

保険者数の減少によるものでございます。１０、１１ページをお開きください。３款１

項１目１節社会保障・税番号制度システム整備費補助金９６万５,０００円は、マイナ

ンバーカードと保険証の一体化に伴うシステム改修に対する補助金でございます。２目

１節災害等臨時特例補助金８６５万５,０００円は、新型コロナウイルスの影響で収入

が減少した世帯に対して行った国保税の減免に対する補助金でございます。４款１項１

目１節普通交付金２８億２,３７５万９,６１１円は、主に保険給付費の支払いに充てる

ための県からの交付金でございます。同じく２節特別交付金９,９９７万８,０００円は、

保険者の取り組み実績に応じて交付される保険者努力支援分、市町の事業状況に応じて

交付される特別調整交付金分、保健事業費や保険税の収納状況等に応じて交付される県

の交付金分、特定健診等負担金の合計額でございます。６款１項１目一般会計繰入金２

億２,９８１万５,６８６円は、一般会計から国保特別会計への繰入金でございます。繰

り入れ基準に基づき算出された分の合計でございます。１２、１３ページをお開きくだ

さい。７款１項２目その他繰越金９,８８９万５,４３５円は、令和元年度からの繰越額

になります。８款諸収入は、国保税に係る延滞金、国保特会の預金利子、第三者納付金、

国保の資格喪失後の受診に係る返納金等による収入の合計でございます。 

次に歳出の主なものについて説明をいたします。１８、１９ページをお開きください。



１款２項１目賦課徴収費７４５万２,３４３円は、前年度より２６０万３,９７１円の減

額でございます。主な減額理由は、徴収嘱託員制度を廃止したことにより徴収嘱託員報

酬の支出が無かったことでございます。２款１目療養諸費２４億９,４０８万３,４２４

円は前年度比０.５％の減額でございます。２０、２１ページをお開きください。２項

高額療養費３億３,０７９万２,６４７円は前年度比４％の増額でございます。２２、２

３ページをお開きください。４項出産諸費、出産育児一時金は１９名に対する給付でご

ざいます。５項葬祭諸費は５９名分の支給でございます。３款国民健康保険事業費納付

金９億９,３０１万４,９０１円は前年度より３.９％、４,０１７万８,３５８円の減額

でございます。この納付金は長崎県からの提示額で、減額の理由は一人当たりの給付費

の減少によるものでございます。２４、２５ページをお開きください。４款１項２目疾

病予防費は、重症化予防事業、健康教育、健康相談、健康ポイント事業等に係る費用で、

支出済額は昨年とほとんど変わっておりません。２６、２７ページをお開きください。

４款２項１目特定健康診査等事業費３,３１９万７,７３１円は前年度比１５５万３,５

２３円の増額でございます。特定保健指導の体制を強化したことが主な要因でございま

す。５款１項１目財政調整基金積立金９,８９１万６,９４３円は世代間の負担を平準化

するための積み立てでございます。７款１項償還金及び還付加算金４４８万９,７２４

円は被保険者保険税還付金。新型コロナウイルスの影響により保険税を減免した分の令

和元年度に係るもの。保険給付費等交付金償還金、還付加算金の合計額でございます。 

３２ページをお開きください。実質収支に関する調書における歳入歳出差引額及び実

質収支額１億８６９万６,７５７円は、全額を令和３年度に繰り越し、基金に繰り入れ

る場合はその後の補正予算にて計上させていただきます。３３ページをお開きください。

財産に関する調書、令和２年度末現在の基金残高は３億２,３４７万４,０００円でござ

います。続きまして主要な施策の成果に関する報告書でございますが、２ページの上段

に決算状況を、下段見開きの表におきまして、令和２年度の予算額及び決算額、その執

行率、並びに令和元年度決算との比率を記載しております。４ページから７ページは、

保険給付費及び保健事業費の状況を記載しております。４ページは一般被保険者の療養

給付費でございます。医療費のうち７割から８割を保険者が負担をしておりまして、令

和２年度における一人当たりの給付費は２,２１９円増加をしております。５ページは、

自己負担限度額を超過した際に保険者が負担する高額療養費でございます。６ページは、

健康教育、健康相談事業、人間ドック等健診事業等の状況でございます。７ページは、

特定健診、特定保健指導の状況でございます。令和３年５月末において県へ報告した数

値を記載しております。新型コロナウイルスの影響で受診者数が減少したため、受診率

が低下をしているという状況でございます。以上が、令和２年度長与町国民健康保険特

別会計決算の説明でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。まず、歳入からいきたい



と思います。事項別明細の８、９ページで質疑はありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

歳入の税ですけども、加入者数の推移を先程７,９７１人、８１名減という説明があ

ったんですが、主要な施策の数とはちょっと違ったような感じもするんですが、ここ５

年ぐらいの被保険者の推移をお知らせいただければと思うんですけども。 

○委員長（金子恵委員） 

では、今日配布されました資料の説明をお願いしたいと思います。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

それでは、本日配布いたしました資料の御説明をいたします。まず１枚目が令和２年

度国民健康保険税の決算書でございます。収納率は先程説明の中でも申し上げたとおり、

現年課税分は９７．５６％、滞納繰越分は１９.６６％、現年、滞納繰越合計で８５.１

２％になっております。令和元年以降、現年については過去最高の収納率となっており

ます。２ページに被保険者数の推移と所得の状況について載せております。平成２８年

度から令和２年度までの平均被保険者数、平均世帯数を載せております。この５年間で

どちらも減少してきているといった状況になっております。所得の状況につきましては、

上段が令和２年度所得情報で所得が判明した９,８３７名の平均が９８万９,０４８円。

下段が令和３年度所得情報で所得が判明した９,７４０人の平均が１０３万７,３１６円

ということで、若干上昇している状況になっております。３ページが高額療養費の推移

になっております。２８年度から令和２年度まで、件数、金額ともに、かなり上昇して

きております。その下が内訳になりまして、８０万円以上のレセプトを抽出した結果に

なっておりますけれども、御覧のように悪性新生物から心血管疾患、脳血管疾患、腎不

全、糖尿病、精神、高血圧といった分で、件数と合計金額を載せております。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

資料の説明をいただきましたけど、続けて質問。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

敢えて単位が１人まで書いてありますので、小さいことなんですけども最初の課長の

口頭説明では４,８８３世帯の１０世帯減で、７,９７１人で８１人の減という発言だっ

たと思うんです。主要な施策を見れば被保険者数は７,７８５人、今の資料でいけば令

和２年度末７,９７５人。３つとも数字が合わないわけなんですけども、どれがどの時

点でどうなって、こういうことで３つの数字が違うんですよという説明をしていただか

んと分かりませんね。２年度末決算ですから、どちらかが正だろうと思うんですけどね。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 



○係長（松田祐貴君） 

被保険者数の記載について御説明します。冒頭に課長が申し上げた平均被保険者数で

すけれども、こちらが令和２年４月から３月までの平均被保険者数となっております。

本日、委員会用資料の２ページに記載がある２８年度以降の被保険者数の推移に書いて

ある被保険者数というのが３月から２月の平均被保険者数を記載しておりまして、国民

健康保険の場合、診療月でいきますと３月から２月が当年度の会計で支払いをする診療

費の対象となっておりますので、今回資料にはその区切りで計算したものが載っており

ます。主要な施策の成果に関する報告書の４ページに掲載しておる被保険者数ですけれ

ども、ページの上部に載っております７,７８５人というのは予算策定時の見込みの人

数でございまして、下段にあります表、平成２９年度から令和２年度までの平均被保険

者数が掲載しておりますけれども、こちらは先程の３月から２月の被保険者数ベースで、

一般被保険者と退職被保険者によって予算が分かれておりますので、一般被保険者だけ

の人数が掲載されております。令和２年度は退職被保険者数が０人ですので、令和２年

度だけが７,９７５人でどちらも同じ人数になっておる状況でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

先程の質問に関連して、報告書４ページで７,７８５人って書いてあるんですけど、

被保険者見込数。これは３月末時点のというふうに理解していいんですかね。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

被保険者見込数は、平均の被保険者見込みということで算定しております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

そうすると、具体的には令和２年４月から令和３年３月末ということですか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

令和２年３月から令和３年２月の平均見込みということで計算しております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 



２点お伺いをしたいと思います。まず１つが、収入率が９７.５６％で、今までで最

高だということで徴収の努力がされているのかなというふうに思うんですが、令和２年

はコロナが発生した年だったんで、私としてはコロナの影響で収入率は減るのかなと予

測していたんですが逆に上がっているということで、この辺りは分析というか、どうい

う理由なのかっていうのは何かあればお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

収納率に対するコロナウイルスの影響ですけれども、令和２年度は国の制度として、

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った方に対して減免制度が創設されました。

これにより一定収入が減った方には課税額そのものを減免しますので、これに該当した

方については、収納率に対してはあまり影響が出ていないと。基になる課税額そのもの

が下がっておりますので、収納率の減少には影響していないということになります。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

了解しました。それから不納欠損と収入未済等のそれぞれ数字をお聞きしたんですが、

滞納の主な理由と原因、この辺りのまとめ等があればお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

滞納繰り越しの処理ですとか、収納に関しては収納推進課の方で業務をやっておりま

すので、詳しい内容については把握をしておりません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。歳入でないですか。 

では、歳出の１６、１７ページからいきたいと思いますけど、質疑はありませんか。 

では、１８、１９ページ、質疑はありませんか。 

では、２０、２１ページ、高額療養費の説明がありました。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

高額療養費は、傾向としてはずっと増えてきているんですか。４％増えているってい

う説明でしたけれども、これ増えてきているわけですか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

一人当たりの高額療養費の支給額については、全体として増加傾向にあります。特に、



高齢者の比率が増えていることが影響していると考えられます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。よろしいですか。では２２、２３ページ。出産育児一時金と葬祭

諸費等の説明がありましたけど、いいですか。では２４、２５ページ。このページでは

疾病予防費のところで健康ポイントの説明がありました。よろしいですか。では２６、

２７ページ。特定健診の体制強化という説明がありましたけど、質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

主要な施策の成果に関する報告書にもあるんですけども、支出としては増額になった

けども、やっぱりコロナの影響で特定健診の受診率は大幅に下がっていると思うんです

けど、ほかの自治体と比べてどうなのかっていうのと、あと、今年以降これを上げるた

めの何か特別なアイデアがあるのかどうかをお教えください。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

令和２年度の特定健診ですけど、令和２年の末ぐらいから令和３年度の当初にかけて、

コロナウイルスの陽性者数が増えてきたときに２月に行う予定だった集団健診を中止し

たり、その時期にできなかったということで、どの自治体もやはり３、４％下がってい

る状況でございます。今年それがなければ一昨年並みには持っていけるんじゃないかな

とは思っているんですけれども、集団健診を中止せざるを得ない状況になると、また下

がる可能性もございますので、状況を見極めながら何か対策を取らないといけないんで

すけれども、なかなか取りづらいっていうのがございまして、様子を見ている状況です。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

一応、決算として１００万円以上増額になったところだと思うんですけども、その辺

の増額の内訳みたいなのは何かあるんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

令和元年度と比べて決算額が増加した要因ですけれども、体制の強化が挙げられます。

主要な施策に関する報告書の７ページに、特定健康診査の受診率と併せて特定保健指導

の実施率も掲載しておりますけれども、特定保健指導においても実施率が高いときと低

いときと、安定してないという状況がありますので、令和２年度においては会計年度任

用職員の体制を少し強化して安定した結果が出るように、増員やこれまで来ていた方の

勤務時間を長くする等の体制強化を行ったことが、増加の要因の一つとなっております。 



○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

先程の質問に関連して、会計年度任用職員は令和２年度から何名採用されましたか。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

特定健診や保健指導に関わる会計年度任用職員としては、月額として雇っている方が

２名、時給として雇っている方が保健指導の実施等に関しては３名で、受診勧奨等に関

わっている方が３名になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

そうすると計６名ということで、その分の人件費が上がったということなんですかね。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

会計年度任用職員制度の創設に伴い増えた人件費と、元々短時間勤務で来られていた

方が常駐で時間数を増やしたことによる増加などが影響しています。 

○委員長（金子恵委員） 

ほか、このページでありませんか。では次に、２８、２９ページ。財政調整基金積立、

還付金の説明がありました。この辺りで質疑はないですか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

財政調整基金の推移はどのようになっているか教えていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

国民健康保険の財政調整基金の残高について直近３年度の年度末の数字ですけれども、

平成３０年度が９,４７５万４,０００円、令和元年度末が２億２,４５５万７,０００円、

令和２年度末が３億２,３４７万３,９４３円となっております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

財政状況は今のところ基金の額も増えてきているし当面、財政状況は悪化することは



ないだろうという数字になっていますけども、先行きの見通しはどうなるんですか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

平成３０年度に国保財政が都道府県化され、そのときに激変緩和措置が取られました。

そのときまでに保険料が安い所には保険料をポンと上げなくて済むように県から激変緩

和措置の財源をもらっています。ということで、３０年以降は余剰が出て激変緩和措置

の財源の分が余っているという状況になっています。令和５年度でこの激変緩和措置が

終わる予定になっていますので、激変緩和措置がなければ単年度はマイナスといった状

況になっていますので、その後、マイナスになる可能性がありますので、そこら辺を見

越した上で。ただ、３億円積み上がっているという状況がございますから保険料を下げ

るのかどうか。どの時点で下げるのか、それとも５年度までは維持して、それ以降上げ

ずにこの積み立てを充てていくのかっていうところは、内部では協議をしております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。ないですかね。では、３０、３１ページで。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

さっきの財政調整基金の件なんですけど、確かに平成２９年度までは微増とか、微減

なのが、急に平成３０年度から１億円ずつぐらい積み上がっている感じで、これが令和

５年度まで続いたら残高が４億何千万円とかなるような状況になってしまうんでしょう

か。それはそれで良いのかどうかっていう判断ですよね。もうちょっと教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

おっしゃるように、この状況が続きますと令和５年には４億円、５億円と積み上がる

可能性がございますので、保険税を令和４年度、５年度下げていくのか。それとも５年

過ぎて保険料を上げなくて済むようにこの財政調整基金を入れるのか、内部的にその辺

をどうしたら良いのかっていうのを今、協議をしております。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

他市町がどんな状況か比べたりされているのか。ほかも同様な感じになっているなら

しょうがないのかなと思うんですけども。調べているのかどうか。お願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 



他市町の状況については把握していない状況でございますけども、激変緩和措置が入

っている市町と入っていない市町もありまして、長与町の場合は割と多くの財源をいた

だいている状況になっていますので、恐らく他市町はここまで積み上がっていないので

はないかなと思っていますけれども、かなり積み上がっているのは間違いございません

ので、その辺については内部でも協議をしております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。ないようでしたら実質収支に関する調書、及び財産に関する調

書のところでも説明がありましたけど、こちらの方ではありませんか。歳入歳出どちら

でも結構です。全体的に質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

特定健診で伺いたいんですけれども、特定健診は一般的な身長、体重、尿とか、血液

とか、血圧等々基本的なところを測定すると思うんですが、これは基準に則ってやって

いるっていうのは重々承知なんですが、このコロナ禍で、住民と接する中で感じるのが、

外出できないとか、人と接することがなかなか難しくなっていることで気がめいったり、

ちょっとうつ傾向の方が非常に、気がめいられているなという方をよく見かけるんです

よ。当然、国保の健診は別なのかもしれないんですが、コロナ禍特有のそういう状況が

非常に目に付くもんで、この辺り何か特別な手立てというのは、国からそういう心のケ

アみたいなことっていうのは何も対応がないのかどうか、この辺りいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

コロナ禍による心のケアということで、国からも相談体制の強化ということがありま

して、長与町でも健康相談事業など、そういう所でもあらゆる御相談をしていただける

よう定例的な健康相談や随時、電話や来庁などでの相談を受ける体制を作っております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

２７ページの特定健診の委託料、３,４００万円の予算に対して２,３００万円の歳出

で、不用額が１,０００万円。３分の１が不用額になっていますよね。これはコロナの

関係で特定健診がうまく進んでなかったということなのか。ならば決算の段階よりはも

っと前に、１２月の補正でも、あるいは３月の補正でも、逆にこういうものは落として、

不用額を無くすような手立てもできたんじゃないかというふうにも思うんですね。普通、

一般会計でもやっぱり不用額を残さないように補正で調整するとか、そういうのがある

べきなんですけども、この３分の１を使わなかった理由は何でしょうか、まず。 



○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

元々当初予算で金額を計上するときは、町の目標の実施率６０％に合わせて予算を組

んで、実績として４５％とか、それぐらいの実績にとどまっているものですから、当初

予算の額に比べて実績が少ないというふうな状況になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

そのことは分かるんですよ。今おっしゃったのは分かりますけども、なぜ、そうなっ

たのかという、目標と実態は違うというのが当たり前の話で、だから数字に出てくるわ

けで。その理由は何でしょうかということを尋ねとるわけですけどもね。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

あくまで目標を６０％と立てて、それに対して受診勧奨等の取り組みを行うことによ

って目標に近づけるということで予算を立てておるんですけれども、実際には毎年これ

ぐらいの実績が上がって不用額が例年出ているような状況です。委員がおっしゃったと

おり補正で実態に合わせるとか、そういった検討も必要かなと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

例年出ておればなおさら、目標値の設定が例えば甘いのか、あるいは実行したあとの

どこかに欠落したものがなかったのか、逆にですね。毎年１,０００万円ぐらいも不用

額が出てくるとなれば、目標そのものが間違っとるんじゃないかと、どこかにその原因

があるわけですのでね。その辺りは十分研究をして、できるだけ調整すべきものは調整

していくべきじゃないかということを思ってますので、十分検討してください。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

特定健診の受診率６０％が長与町の目標でございます。ただ、確かに予算を組むとき

には６０％は恐らくいかないだろうというのを思いながら組んでいるところもございま

すので、その辺は、よく精査をしながら当初予算を組んでいきたいと思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。 

では質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

議案第５６号の国保決算に反対の立場から討論を行います。令和２年度国保会計の予

算審査のときも討論の中で、国民健康保険は比較的、経済的に弱い立場の人が多く加入

していること。それから保険料の負担が既に限界を超えているということなどを述べさ

せていただきました。こうした状況の制度の矛盾の大本には、国の財政支援が乏しいと

いうことがあるというふうに思います。しかしながら、予算で指摘した問題は決算審査

をお聞きする中でも改善がなされたとは思いません。実際に承認されたとおりに執行さ

れた結果の決算であり、特に法的に瑕疵があるとか、問題があるということではありま

せんけれども、先程申しましたとおり予算審査で提起した問題が解消されていないこと。

国保の負担は大変大きく、所得の低い方々にとって負担が大きく、滞納も多い。そして、

世界に誇れる国民皆保険制度の一端を担うこの国保も形骸化しつつあるのではないかと

いうことも考えます。こうした点を指摘し、決算の認定に反対をいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

これで討論を終わります。 

これから議案第５６号令和２年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての件を採決します。この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

場内の時計で１０時４０分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時３０分～１０時３９分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 

それでは議案第５０号令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

の件を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

それでは議案第５０号令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。

今回の補正は歳入歳出それぞれ９３万５,０００円を追加し、補正後の予算の総額を５



億６,３２６万６,０００円とするものでございます。 

それでは補正予算に関する説明書により説明をいたします。まず歳入ですけれども、

６、７ページをお開きください。４款１項１目繰越金は、令和２年度決算に伴う繰越金

が確定をしましたので９３万５,０００円を増額計上いたしております。 

次に歳出ですけれども、１０、１１ページをお開きください。２款１項１目後期高齢

者医療広域連合納付金は、令和２年度からの繰越金のうち出納整理期間に収納した令和

２年度の保険料を納付金として後期高齢者医療広域連合へ納付するもので、９３万５,

０００円を増額計上いたしております。 

以上が今回の補正の内容でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

歳入歳出どちらでも結構です。ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５０号の件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

それでは引き続き、議案第５７号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定についての件を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

議案第５７号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして御

説明をいたします。決算書の説明に入る前に、令和２年度における長与町後期高齢者医

療保険の被保険者の状況について御説明をいたします。令和３年３月末現在５,２８９

名でございまして、前年度と比較して１２４名増加をしております。 

それでは決算書の説明に入らせていただきます。歳入につきまして決算書の１、２ペ

ージをお開きください。収入済額の合計が５億４,７０９万６,８７１円で前年度比６.

６％の増、不納欠損額はゼロ、収入未済額が４９万４,５００円でございます。次に歳

出につきまして３、４ページをお開きください。支出済額の合計が５億４,６１６万１,

３７１円となり、前年度比６.６％の増、不用額は９３５万４,６２９円でございます。 

それでは主な項目につきまして事項別明細書で御説明いたします。歳入につきまして

６、７ページをお開きください。１款後期高齢者医療保険料は４億４,５３５万９００



円、前年度比６.４％の増額となっております。収納率が現年度９９.９２％、滞納繰越

分が６１.７５％、全体では９９.８８％となり、前年度とほぼ同率となっております。

２款使用料及び手数料のうち、督促手数料は現年度分１９８件、滞納分３６件、合計２

３４件分でございます。３款１項１目事務費繰入金は広域連合共通経費と一般管理費等

事務費の繰入金でございます。２目保険基盤安定繰入金は所得に応じて保険料を軽減す

る制度による保険料不足分を一般会計から補填するもので、このうち４分の３相当額に

ついては県負担金として一般会計で受け入れており、町の負担分４分の１相当額を加え

て当該科目で受け入れたものでございます。４款１項１目繰越金は令和元年度決算によ

る前年度繰越金でございます。８、９ページをお開きください。５款２項１目保険料還

付金４７万９,３００円は死亡転出等による過年度分の保険料還付金を被保険者へ返金

をして、その額を広域連合から受け入れたものでございます。以上が歳入でございます。 

続きまして歳出につきまして、１０、１１ページをお開きください。１款１項１目一

般管理費は、前年度比９５万４２４円の増額となっております。主な要因は１２節後期

高齢システム改修委託料８３万６,０００円で、税制改正に伴うシステム改修費が発生

したためでございます。２項１目徴収費はほぼ例年どおりの支出ですけれども、令和元

年度まで支出しておりました徴収嘱託員報酬は、徴収嘱託員制度を廃止したため支出が

ございません。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金５億４,１５１万９,４２３

円は、前年度比６.４％、３,２４５万５,９８７円の増額でございます。内訳は、事務

費負担金として１,５１３万５,３４０円、保険基盤安定負担金として８,０９４万３円、

保険料負担金として４億４,５４４万３,９００円でございます。１２、１３ページをお

開きください。３款１項償還金及び還付加算金は、保険料の還付金及び還付加算金でご

ざいます。２項繰出金は、令和元年度決算確定に伴う一般会計への繰出金でございます。

４款予備費の支出はございません。１４ページ、実質収支に関する調書は御覧のとおり

でございます。以上が後期高齢者医療特別会計の歳入歳出に関する説明でございます。

なお、別冊で主要な施策の成果に関する報告書を添付しておりますので御参照ください。 

続いて本日配布した資料の４ページ、後期高齢者医療保険料決算書につきまして、収

納率は先程申しましたが、現年度分が９９.９２％、過年度分が６１.７５％、現年過年

度合計で９９.８８％となり、昨年度が９９.８９％でしたので、ほぼ同じ収納率になっ

ております。５ページに後期高齢者医療の状況ということで記載をしております。平均

の被保険者数と受診件数、一人当たりの受診件数、給付の金額、それと一人当たり給付

金給付の額、平成２８年から令和２年まで過去５年分を記載しております。それと、参

考に長崎県全体の令和２年度分も記載をしております。以上で説明を終わります。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりました。これから質疑を行います。事項別明細により質疑を行っていき

ますが、６、７ページで質疑はありませんか。では８、９ページ、ありませんか。 

後程でも結構ですので、歳出に移ります。１０、１１ページで質疑はありませんか。 



岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

先程、徴収嘱託員を廃止したという説明がありましたけど、どういう理由でしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

元々国保の嘱託員を雇用しておりました。雇用した経緯と言いますのは夜間とか、納

める場所が無いっていうこともあり、徴収嘱託員を雇用して夜間とか嘱託をしていた。

元々国保で徴収嘱託員制度を持っており、収納にかける人数も限られておりましたので、

そういう方を利用して収納をやっておりました。平成２８年度に徴収収納が一元化され、

収納推進課で国保も徴収をするようになりましたので、徴収嘱託員自体の重要性が薄れ

てきたっていうのもございますし、あと会計年度任用職員制度が令和２年度から始まっ

ているんですけれども、こちらの制度に乗せて徴収嘱託員制度を存続するのが難しいと

いうのがございまして、必要性が無くなったっていうのが一番大きな理由でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

昨年の質疑応答を見てみますと「徴収嘱託員報酬が少ないのはどういうことですか」

という質問が出たんですよ。それに対して「徴収嘱託員の基本給３万５,０００円は介

護保険特別会計が支出し、徴収金のうち後期高齢者医療保険料に係る件数当たりの単価

と徴収保険料の歩合１０％をこちらで支出している」と、後期の方で負担しているとい

うような回答があったんです。先程は何か国保で徴収を云々と、収納推進課でしとると、

必要性がないと。だから１０％負担しておったけども、もう必要がなくなったと。だか

ら誰かが払うということはもうないわけですよね、廃止をしたわけですから。嘱託員は

もう雇用しないと。だから廃止をしたんですよと、こういう理解でいいんでしょうかね。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

国保で雇用していた徴収嘱託員もおりますし、介護保険課で雇用していた徴収嘱託員、

両方いらっしゃいまして、どちらの徴収にしても後期高齢者医療を徴収した場合は後期

特会で支出をしていたという現状になっております。必要性が無くなったっていうのは、

コンビニ収納が始まったというのもございますので、機会が広がっていますので、特に

訪問して、出向いていって徴収してくるっていう必要性が無くなったということで、制

度自体が廃止をしたということになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。では次、１２、１３ページで質疑はありませんか。ない



ようでしたら、実質収支に関する調書及び資料の説明がありましたけど、そちらの方で

も質疑はないでしょうか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

報告書の４ページで被保険者数は５,２８９人になっているんですけども、附属資料

の後期高齢者医療保険料決算書の中で特別徴収は４,６４１件、普通徴収が１,３９８件、

合計６,０３９件、こうなっているんですね、現年度分が。この５,２８９人に対して６,

０３９件、この差はどう考えればいいのか。そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

被保険者数が５,２８９人。保険料の決算書では６,０００件となっております。７５

歳に到達して後期高齢者医療保険に入るんですけれども、入ってすぐ特別徴収になるわ

けではございませんで、７５歳到達して大体半年ぐらいしてから特別徴収に変わる方が

多くおります。特別徴収と普通徴収と両方に上がってくる人が一定数いらっしゃいます

ので、その関係で、この決算書の方が多くなるということになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

被保険者数は１５０人ぐらい増えていると。結構な人数が増えていて、今後の見通し

はどのような形になっているのか、分かっているならお教えください。 

○委員長（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

被保険者数の推移、具体的な数字は持ち合わせておりませんけれども、毎年増加傾向

になっており減少したことはございません。今後も当面は７５歳以上の人口が増えてい

く見込みになっておりますので、増加することは間違いないと考えております。それに

併せて財政の負担等も被保険者数に比例して出てくるかなというふうに考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。歳入歳出どちらでも結構です。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 



議案第５７号後期高齢者医療の決算に反対の立場から討論を行います。後期高齢者医

療制度は、住民が７５歳に到達すると従来の医療制度から切り離し、高齢者が増えれば

増えるほど、医療費が増えれば増えるほど負担を増やし続け、そこに囲い込む制度であ

り、制度設計はもとより人道的にも問題があるということを予算の討論でも指摘をして

きました。２年ごとの見直しのたびに保険料の引き上げが続いております。国民を７５

歳という年齢で区分けし、負担する世代、負担を掛ける世代というふうに分断するとい

うことは、社会の支え合いの精神に反する制度であり、戦後の荒廃から復興を成し遂げ

てきた高齢者に失礼な制度だというふうに考えます。制度の問題点を指摘し、改善を求

める声が議会にもあるということを示す立場から、決算の認定に反対をいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５７号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

についての件を採決します。この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上をもって健康保険課の審査を終わります。ありがとうございました。 

場内の時計で１１時１５分まで休憩します。 

（休憩 １１時０４分～１１時１３分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会へ戻します。 

これから、議案第４８号令和３年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）の

件を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

皆さんこんにちは。それでは議案第４８号令和３年度長与町駐車場事業特別会計補正

予算（第１号）につきまして御説明をいたします。補正予算（第１号）に関する説明書

６、７ページをお開きください。歳入でございますが、２款１項１目１節繰越金として

既定額１,０００円、補正額１５２万２,０００円、計１５２万３,０００円を計上させ

ていただいております。次に１０、１１ページをお開きください。歳出でございますが、

１款１項１目一般管理費、既定額６５５万８,０００円、補正額８１万円、計７３６万

８,０００円、１７節備品購入費８１万円につきましては、現在使用しております料金

計算タイムレジが老朽のため料金明細など印字が不明確なため、新たに購入する増額補

正でございます。次に１款２項１目一般会計繰出金、既定額１,０００円、補正額７１

万２,０００円、計７１万３,０００円は一般会計に繰り出すものでございます。 



以上で御説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。歳入歳出どちらでも結構です。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

歳出の１１ページ、料金計算タイムレジ８１万円ということで、このタイムレジは、

ここを新設した当時から替えてないんですかね。それ以来、これを交換するものですか。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長補佐。 

○課長補佐（永野英明君） 

今現在あるレジが２００１年４月１日から、ちょうど２０年間使っていたんですけれ

ども、このたび老朽化によって部品とかの不具合が生じたので今回補正で上げています。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

私も同じところで、昨年の決算を見るとリースで、年額２万９００円で計上されてい

ましたよね。今回は購入で来ているんですかね。まず、ここの説明をいただけますか。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長補佐。 

○課長補佐（永野英明君） 

今、使っているレジですけれども、２００１年から２０年間ということで、昨年その

ままリースをするか、安く購入するかということで、今あるレジを今年の４月１日から

購入を実はしているんですよね、４万円ほどで。で、購入したんですけれども、そのあ

と不具合が生じて、もう部品も供給が無いと、インクリボンも無いという状況になりま

したので、今回また新たなものに交換をということで計上させていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

リースから購入に変えたという分ですね。実は、保守業者から、もう保守ができない

ということで、うちの方で買い取りました。そういう現状でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

暫時休憩します。 

(暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 



永野課長補佐。 

○課長補佐（永野英明君） 

購入とリースを比較したんですけれども、購入を選んだ理由といたしまして、リース

の場合、大体５年リースで年額１７万３,０００円、総額８６万円ほどになるというこ

とで、購入した場合が８０万円ちょっとなんですけれども、リースと同じように保守も

パックになっていまして、５年間リースするよりも購入した方が良いという判断になり、

購入ということで上げさせていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

大体理解できるんですが、いわゆるメンテの部分については今回予算には上がってき

てないんですが、初年度は保証期間だからとりあえず上げてないのか、あるいは今後メ

ンテが上がってくるものなのか。いわゆる保守点検費用を今後見とかんといかんわけで

すよね、単体だけではなくて。そこのところ、ちょっと今後の見通しをお伺いします。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長補佐。 

○課長補佐（永野英明君） 

今回の８１万円の費用の中に保守的な部分、サポート的な部分の５年間パックになっ

ており、その分で対応いただけると考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

分かりました。最後に、私よくレジの相場というのは分からないんですけども、高額

かなと思うんですよね。一般の飲食店が導入するレジと比べると。ということで、これ

当然、複数業者の見積もりで購入っていう考えで間違いないか、確認したいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長補佐。 

○課長補佐（永野英明君） 

今後、予定価格を決めて、複数社から取って行っていきたいと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。よろしいですかね。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

今のレジに関係するんですけども、ちょうど私が過去言いますと担当してあれを作っ

たんですけども、当時は時間制だけを予定をしとったんですが、今、貸し出しをしてお

ると思うんですね。そういう意味からは可能なのかどうか分かりませんけども、人を配



置して、今のように料金徴収する形式の場所を作ったわけですけども、もう今になれば、

非常に機械も高度化してきて、あちこちの駐車場でも見られるように、駅の前もそうで

すかね、自動で券売して徴収するようなシステムがあるわけですね。今の予算も８００

万円ぐらい決算もあるように、それだけの経費を、人件費が主なんですよね。だから、

それだけ掛けて将来ともにやるよりは、近々でもああいう形に変更をしていくと非常に

効率的になっていくんじゃないのかなと。設備投資は若干掛かりますけど、将来を考え

ると、その方が良いのかなと思っておったもんですから。その辺りの研究なり、そうい

う方向なり、検討しておるような状況はないんですか。全くないのか、どうなのか。 

○委員長（金子恵委員） 

日名子部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

委員おっしゃるとおり、収支を含めたところで今後の運営について検討はさせていた

だいているところでございます。現在、時間駐車につきましてはあまり入っていないと

いう状況ですので、例えばの話ですが、月極で今まだ予約待ちの所もございます。あそ

この５３台、全て月極で停めるという方向もあろうかなというふうにも考えているとこ

ろでございます。あそこは地下でございます。上の老人福祉センター等々の建て替えの

時期も含めまして、今後は検討させていただきたいと考えているところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第４８号令和３年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）の件

を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

引き続き、議案第５５号令和２年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての件を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

それでは議案第５５号令和２年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、事項別明細書に沿って御説明をさせていただきます。６、７ページをお開きくだ

さい。まず歳入でございますが、調定額合計で８３８万４,０２８円となっております。



１款１項１目１節駐車場使用料でございますが、調定額、収入済額ともに合計で６９１

万４,９５０円となっております。駐車場使用料の内訳について申し上げますと、嬉里

駐車場の一般の時間駐車ですが、年間で延べ６,５６３台、月平均５４６台分の駐車料

金となっております。使用料は１６５万３,６５０円となっております。次に定期駐車

場使用料の嬉里駐車場の分でございますが、延べ３４６台となっております。使用料は

３０４万４,８００円でございます。それから吉無田駐車場の定期駐車場ですが、延べ

４０３台となっております。使用料は２２１万６,５００円でございます。次に２節滞

納繰越分でございますが、滞納繰越分は３万６,４００円の調定額でしたが、滞納年度、

平成２４年度１人の滞納者で、生活困窮で支払能力がない。また最終納付日が平成２７

年９月でございまして、５年間納付が無いため、地方自治法第２３６条第１項による金

銭債権の消滅時効により不納欠損としております。次に２款１項１目１節繰越金でござ

いますが１４３万２,６５２円となっております。次に３款１項１目１節町預金利子で

ございますが２６円となっております。次に２項１目１節雑入はございません。 

次に８、９ページをお開きください。歳出でございます。１款１項１目一般管理費で

ございます。支出済額５３９万１,９６２円となっております。８節旅費は２,４００円。

１０節需用費でございますが２２万６,０７９円の支出となっており、主なものは電気

使用料でございます。次に１１節役務費でございますが９万３,５０８円、次に１２節

委託料でございますが５０４万９,０７５円の支出となっております。駐車場管理委託

料が主なものでございます。次に１３節使用料及び賃借料でございますが、タイムレジ

スタ賃借料２万９００円を支出しております。次に１４節工事請負費でございますが支

出はございませんでした。次に１款２項１目２７節繰出金でございますが、一般会計へ

１４３万２,０００円を繰り出しております。そして予備費として１０万円を計上して

おりましたが、これについては支出をしておりません。 

次に１０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額

から歳出総額を差し引きまして１５２万３,０００円、実質収支額となっております。 

次に主要な施策の成果に関する説明書４ページをお開きください。長与町駐車場事業

の概要と決算額及び財産内訳について記載をしております。 

資料の説明をいたします。まず１つ目、令和２年度一般駐車場料金集計表（嬉里駐車

場）でございます。これにつきましては４月から３月までの出庫分を記載しておりまし

て、年間累計６,５６３台、現金１４８万６,６５０円、回数券売上金が合計で１６万７,

０００円、現金計１６５万３,６５０円でございます。また回数券使用分として累計で

１７万５,８００円でございます。売上計で１６６万２,４５０円となっております。次

に長与町駐車場（嬉里）右上の方に記載をしております。氏名は黒塗りしておりますが、

○（白マル）につきましては口座振替、そして●（黒マル）は納付書払いになっており

ます。全部の合計で調定額３０４万４,８００円に対して、収入額も同じで３０４万４,

８００円でございます。契約台数が３４６台となっております。次に吉無田駐車場につ



きましても、先程申し上げましたとおり氏名は黒塗りしております。○（白マル）も口

座振替で示しておりまして、納付書払いが●（黒マル）でございます。調定額２２１万

６,５００円に対し、収入額も同じでございまして２２１万６,５００円で、契約台数が

４０３台でございます。 

以上、簡単でございますが、御説明を終わりたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

まず歳入の６、７ページで質疑はありませんか。 

では歳出の８、９ページで質疑はありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

決算の内容については立場上、質問することは適切でないと思いますので、決算内容

については控えたいと思うんですが、決算の在り方についてお伺いしたいと思います。

まず、駐車場特会、いつから特会っていう形を取っているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長補佐。 

○課長補佐（永野英明君） 

この駐車場が昭和５５年６月から供用開始しておりますけど、その前年の昭和５４年

から特別会計を設置しております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

駐車場条例が昭和５５年施行でしたので大体そのぐらいかなと思っていたんですけど、

何を言いたいかというと、この間、私一般質問をさせていただいたときに、給食のこと

をしたときに、給食は一般会計で行っていきたいというふうに、特会じゃなくてですね。

あれが、２億５,０００万円ぐらいの会計を一般会計で行おうとしているんですよね。

目的も、本来特会でしても良いような会計なんですけれども一般会計に入れると。そこ

は理解するんですけども、じゃあ、この駐車場会計ですよね。これを特会ですることに

よって、やっぱり多少のコストも掛かるし、いろんな効率化を目指していくならば、一

般会計に組み入れても良いんじゃないかなと。金額的にも１,０００万円いかないぐら

いの会計ですよね。特別に支出が複雑にあるわけでもなく、入ってきた収入と人件費、

その他もろもろ、先程出たタイムレジスタとかの備品関係、あるいはちょっとした工事

ですよね。となると、どうですかね、一般会計に入れていこうという。この特会の条例

を制定していますのであれなんですけども、そういった検討というのはなされないもん

ですかね。効率化のためには良いと思うんですよね。こういった議案書を作るのにもお

金が掛かっているわけで、ちょっとそこの考え、あるいは今後の考えをお伺いします。 



○委員長（金子恵委員） 

日名子部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

特別会計を制定してもう約４０年過ぎております。当時は建設もあったでしょうから、

建設費との兼ね合いで特別会計を作った方が良いだろうということで、特別会計になっ

たんだろうと思っております。しかしながら耐用年数等々も過ぎておりますので、委員

おっしゃるとおり一般会計に組み入れて、一般会計で処理をするという方向も考えてお

るところでございます。先程言われたとおり収入と委託料だけでございますので、今後、

前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

半地下みたいな形に嬉里駐車場はなっているかと思うんですけども、大雨のときとか、

ああいうのは問題ないのかどうかですね。ポンプが据わっているのかっていうのと、あ

と、今まで水没したことがないかどうか、教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

日名子部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

昭和５７年の水害のとき、あの辺は全て浸かった所でございますが、地下駐車場につ

きましてはポンプを設置しており、車については水没はしてないということでございま

す。したがいまして、浸かったことはないということで御回答させていただきます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

吉無田駐車場と嬉里駐車場の月極は１台幾らに設定してるんですか。別々に。 

○委員長（金子恵委員） 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

まず嬉里駐車場につきまして消費税込みで８,８００円でございます。それと吉無田

駐車場は長与駅のすぐそばにありますけれども、青空天井で５,５００円でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

分かりました。何を言いたいかというと、適正な価格なのかなというのを知りたくて。



今、見たら結構月極が多いんですね、両方とも。例えば、吉無田駐車場の場合はＪＲに

乗るのにあそこに車を停めて、それからＪＲに乗っていくという形もあるので、ある程

度仕方がないのかなという部分もあります。嬉里駐車場の場合もあそこに停めてバスで

行くっていう形もあるので、そういう部分はある程度仕方ないのかなと、使用方法とし

てですね。ただ、５,５００円と８,８００円が適正なのかなと思ってですね、あの周辺

で。民業圧迫とか言うじゃないですか。これが基本になって、あの辺の貸駐車場が低く

抑えられているのであれば、それはそれで考えていかんばいかんとじゃないかなという

ふうに思います。安いんじゃないか、高いんじゃないかと今は言いませんけども、その

辺の考察をしていただいて、ある程度金額に反映させてみんなの理解を得るような形に

しないと、公だから安く設定するとか、そしたらそこに置く一部の人たちだけ利益が生

じてくるわけですよね。そこら辺、部長を含めて協議をしていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

日名子部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

委員御指摘のとおり、駐車場に関しましては、やはり近隣駐車場の料金を十分把握し

ながら料金設定をしていきたいというふうに考えております。当然ながらＪＲの近くに

ついてはＪＲが月極駐車場をされてる。それとマンションの裏側にも駐車場をされてい

ます。その辺との兼ね合いを見ながら、吉無田については設定をさせていただいたとこ

ろでございます。嬉里駐車場につきましては、今現在、中央線沿いに月極は大分多くな

っているところでございます。そちらの方はまだ把握をしておりませんが、そちらの方

も十分把握をしながら、今後も検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

先程、一般会計の繰り入れの話がありました。私もやぶさかではないと思います。そ

うしながらも高齢者雇用対策、シルバーがあそこに来ているという部分もあるんですね。

その辺をどういうふうな形で収めていけばいいのかというのもあると思いますので、そ

こも含めて協議していただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

嬉里駐車場、バイクの駐車場があるんですかね。今、使用台数がゼロってなっている

わけですよね。その傾向というのは昔もほとんど無かったんですかね、まずそれが一つ。

それからバイクの駐車場というのはどうなっているのか。例えば、車１台分のスペース

があるのか。もし、バイクがもう使わないとすれば、そこを普通自動車の駐車場にして



売り上げを伸ばしたらどうかと思うわけですよね。そういうところの考え方というのは

どうなのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

日名子部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

バイクの駐車場につきましては、あそこのスロープを下りていって右側の一番手前に

バイクを置くスペースがございます。５、６台置けるかなというぐらいのスペースだろ

うと考えております。ここ何年かバイクは入ってはございませんが、今のところスペー

スはあるということでございます。ただ委員御指摘のとおり、そこを、１台スペースを

おいてはどうか、高さが低いもんですから車が入るかどうか、ここら辺も十分検討しな

がらスペース的にいけるかどうか、これについても検討してまいりたいと考えています。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

いただいた資料の見方で質問なんですが、嬉里駐車場の○（白マル）、●（黒マル）

の資料をいただきましたけれども、氏名の欄は１番から番号が振ってあって、見ていく

中で２４と２５が３列、４列あって、斜線引いて、月によってまばらなんですよね。こ

こが、ちょっと見方が分からないので、これはなぜこういう形になっているのか、よろ

しいでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

２４、２５でございますが、これは短期の駐車場借用でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

これは、番号は氏名と連動しているわけじゃなくて、あくまでも区画なのかですね。

単発なら３列、４列必要ないような気もするんですが。あんまり大した意味ないんです

けれども、ちょっと分からないので教えていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

２４、２５、ございますが、名前は同じ方なんですけども単発で、月で貸して欲しい

ということでございますので、２４番の人は同じで６月、７月、１０月、１１月ですね。

２５の人が４月、１０月、３月というふうになっております。 



○委員長（金子恵委員） 

ほかに全体的に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５５号令和２年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

これで契約管財課の審査を終わります。 

本日はこれで閉会します。皆様お疲れさまでした。 

（閉会 １１時５６分） 


